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 地方自治法第１９９条第９項の規定により、令和４年３月１日から同月２４日 

まで実施した定期監査結果を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

  令和４年４月２５日 

 

 

              宇佐市監査委員  佐 藤 博 美 

 

              宇佐市監査委員  多田羅 純 一 



 

令和３年度第７回定期監査結果報告 

 

１．監査の対象  清掃事業局 

 

２．監査の期間  令和４年３月１日から同月２４日まで 

 

３．監査の着眼点 

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の 

管理が合理的に行われているか、また、前回監査の指摘事項等が改善されているか  

などに着眼し、監査を実施した。 

 

４．監査の実施方法及び内容 

令和３年４月１日から令和４年１月３１日までの事務事業に関する執行状況を  

主体とし、関連のある重要な事項については遡及した。 

担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務 

事業について、監査の着眼点を踏まえ、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取  

し、監査を実施した。 

 

５．監査の結果 

監査の結果において後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その

措置状況の具体的結果を令和４年５月３１日（火）までに文書により報告されたい。 

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならない

ものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう

対処されたい。 

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかで

その都度、担当課に指摘し改善を求めた。今後も引き続き適正な事務処理に努められ

たい。 

 

【指摘事項】 該当なし 

 

【注意事項】 

（１）契約事務について 

基本的な契約事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。 

今後は、契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な契約事務

を執行されたい。 

①委託契約等の仕様書に必要な項目の記載がないもの 

②契約保証金の免除の根拠となる添付書類が要件を満たしていないもの 

③履行期間が各々の書類で整合がとれていないもの 

 

【要望事項】 該当なし 



 

令和３年度第７回定期監査結果報告 

 

１．監査の対象  消防本部 

 

２．監査の期間  令和４年３月１日から同月２４日まで 

 

３．監査の着眼点 

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の 

管理が合理的に行われているか、また、前回監査の指摘事項等が改善されているか  

などに着眼し、監査を実施した。 

 

４．監査の実施方法及び内容 

令和３年４月１日から令和４年１月３１日までの事務事業に関する執行状況を  

主体とし、関連のある重要な事項については遡及した。 

担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務 

事業について、監査の着眼点を踏まえ、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取  

し、監査を実施した。 

 

５．監査の結果 

監査の結果において後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その

措置状況の具体的結果を令和４年５月３１日（火）までに文書により報告されたい。 

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならない

ものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう

対処されたい。 

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかで

その都度、担当課に指摘し改善を求めた。今後も引き続き適正な事務処理に努められ

たい。 

 

【指摘事項】 該当なし 

 

【注意事項】 

（１）契約事務について 

基本的な契約事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。 

今後は、契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な契約事務

を執行されたい。 

①物品購入の仕様書に必要な項目の記載がないもの 

②契約保証金の免除要件が適していないもの 

③法令等により定期的に定められている点検・整備等の時期を反映していなかっ 

たため変更契約となったもの 

 



 

（２）補助金交付について 

基本的な補助金交付の事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。 

今後は、補助金に関する法令、例規、要綱等を遵守し、適正な補助金交付事務を

執行されたい。 

①交付申請に必要な関係書類が不足しているもの 

②補助金額と比較して繰越金の割合が大きいもの 

 

【要望事項】 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和３年度第７回定期監査結果報告 

 

１．監査の対象  行財政経営課 

 

２．監査の期間  令和４年３月１日から同月２４日まで 

 

３．監査の着眼点 

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、経営に係る事業の 

管理が合理的に行われているか、また、前回監査の指摘事項等が改善されているか  

などに着眼し、監査を実施した。 

 

４．監査の実施方法及び内容 

令和３年４月１日から令和４年１月３１日までの事務事業に関する執行状況を  

主体とし、関連のある重要な事項については遡及した。 

担当課から監査資料により説明を聴取するとともに、財務事務並びに個別の事務 

事業について、監査の着眼点を踏まえ、関係書類の調査及び関係職員の説明を聴取  

し、監査を実施した。 

 

５．監査の結果 

監査の結果において後述する事項については、早急に是正するよう検討され、その

措置状況の具体的結果を令和４年５月３１日（火）までに文書により報告されたい。 

監査結果を参考として措置を講じられたときは、その旨を報告しなければならない

ものであり、その内容は公表することとされているので、事務処理に遺漏のないよう

対処されたい。 

なお、本報告書に記載するに至らない軽微な事項については、監査を進めるなかで

その都度、担当課に指摘し改善を求めた。今後も引き続き適正な事務処理に努められ

たい。 

 

【指摘事項】 該当なし 

 

【注意事項】 

（１）契約事務について 

基本的な契約事務処理に適正を欠くものが以下のとおり確認された。 

今後は、契約に関する法令、例規、庁内マニュアル等を遵守し、適正な契約事務

を執行されたい。 

①委託契約等の仕様書に必要な項目の記載がないもの 

②物品購入の仕様書の記載内容に不備があるもの 

③契約保証金の免除要件が適していないもの 

 

 



 

【要望事項】 

全庁的な契約業務の指導については、年度当初の説明会において詳細な資料を作

成し、庶務担当者等へ説明をされている。しかしながら、監査において各課同様な

指摘事項が多く、毎年繰り返されているのが現状である。改善するため、各種取扱

いについて統一したルールづくりを行うとともに定期的な各課への指導について

も検討されるよう要望する。 


